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わが国の予防接種制度は、伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予

防するために予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進と予防接種による健

康被害の迅速な救済を図ることを目的として、昭和２３年に「予防接種法」

が施行されたことによりはじまりました。 

その後、対象とする感染症の世界的状況の変化やまれながら起こり得る副

反応（健康被害）に対する国民の意識の高まりなどにより、平成 6 年から

予防接種を、それまでの義務接種から努力義務とする大きな改正が行われ、

これが現行の「予防接種法」の基本となっています。 

さらに、平成 13 年には、まん延予防に比重を置いた一類疾病と、個人の

重症化防止を目的とする二類疾病の二分類とする改正、平成 18 年には結核

予防法の廃止によって、BCG を予防接種法の対象に追加する改正、平成

25 年には、ＨＰＶ、ヒブ、小児用肺炎球菌、平成 26 年には水痘、成人用

肺炎球菌感染症、平成２８年にはＢ型肝炎、令和２年 10 月にはロタウイル

スが対象に追加されるなどの改正が行われました。 

こうした中、山形県では、県内における乳幼児等の定期予防接種の広域実

施体制を構築し、被接種者の利便性の向上を図っています。 

広域実施の方法・仕組みに関する御意見・御要望がありましたら、市町村

は県健康福祉企画課に、医療機関は県医師会にお寄せください。（今後の参

考とさせていただきます。） 

市町村、医療機関の関係者の皆様におかれましては、今後とも本制度の円

滑な実施について、御理解、御協力をいただきますようお願いいたします。 

  

  
 

 

 

 

  

 

 
  

は じ め に 
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※ 広域実施の対象とする予防接種法に基づく乳幼児等予防接種 

（注１） 市町村によって、広域実施の対象としない予防接種があります。（別表1を参照） 

１ 五種混合（沈降精製百日せきジ

フテリア破傷風不活化ポリオヘ

モフィルスｂ型混合ワクチン） 

生後２月から 90 月に至るまでの間にある者 

2 四種混合（沈降精製百日せきジ

フテリア破傷風不活化ポリオ混

合ワクチン） 

3 三種混合（沈降精製百日せ 

きジフテリア破傷風混合ワクチ

ン） 

4 二種混合（沈降ジフテリア破傷

風混合トキソイド） 
11 歳以上 13 歳未満の者 

5 急性灰白髄炎（不活化ポリオワ

クチン） 
生後３月から 90 月に至るまでの間にある者 

6 麻しん・風しん混合（乾燥弱毒

生麻しん風しん混合ワクチン） ①生後12月から24月に至るまでの間にある者 

②５歳以上７歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の１年前の

日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 

7 麻しん（乾燥弱毒生麻しんワク

チン） 

8 風しん（乾燥弱毒生風しんワク

チン） 

9 日本脳炎（乾燥細胞培養日本脳

炎ワクチン） 

①生後６月から生後90月に至るまでの間にある者 

②９歳以上13歳未満の者 

【特例対象者】 

（１）平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた者で、平

成22年3月31日までに接種が終了していない者で、①、②の年齢

にある者 

（２）平成17～21年度にかけての積極的接種勧奨の差し控えにより、

予防接種を受ける機会を逸した者（平成７年4月2日から平成19年

4月1日に生まれた者）については20歳未満の者。） 

10 ＢＣＧ １歳に至るまでの間にある者 

11 ＨＰＶワクチン 

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の

末日までの間にある女性 

【キャッチアップ接種対象者】 

平成９年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた女性 

12 ヒブワクチン 生後２月から６0月に至るまでの間にある者 

13 小児用肺炎球菌ワクチン 生後２月から６0月に至るまでの間にある者 

14 水痘 生後 12 月から 36 月に至るまでの間にある者 

15 Ｂ型肝炎 1 歳に至るまでの間にある者 

16 ロタウイルスワクチン 

・経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合は、出生６週

０日後から 24週０日後までの間にある者 

・五価経口弱毒生ロタウイルスワクチンを使用する場合は、出生６週

０日後から 32週０日後までの間にある者 

令 和 ６ 年 度 の 接 種 対 象 者  



 - 4 - 

    
 

「予診票」（各市町村の任意様式）、「予防接種済証」（統

一様式）は、接種希望者（保護者）が持参します。 

 

「予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書」は、実際

に接種を希望する方がこられた場合に、医療機関は、該当する

市町村役場の担当課に連絡し、様式を送ってもらってください

（電話で可能か、下記の「予防接種関係様式の送付依頼書」等

による請求が必要か確認してください）。 

（別紙様式） 

令和５年４月１５日 

○○市健康課 

予防接種担当者 様 

 

住 所 ○○市○○２３３０ 

医療機関・施設名 ○○病院 

担当者職氏名 総務係長 健康 護冶 

 

乳幼児等の予防接種関係様式の送付依頼書 

 

当院・施設において貴市町村居住者に対する予防接種に対応するために必要な

様式類を下記により送付くださるようお願いします。 

 

記 

１ 予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書 １２枚 

 

 

ＦＡＸ番号：○○○-×××-○○○○ 

( 市町村 課) 

 

 

 

 

書 類 の 準 備

の 対 象 者 
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まず、母子健康手帳や健康保険証等により、接種希望者の「居住地市町村」

と「希望する予防接種の対象者であること」を確認します。 

接種希望者が発熱等の予防接種不適当要因によらないで、予防接種法に基

づく接種年齢を満たさない場合は、任意接種となります。この場合、予防接

種による健康被害については、予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用

されません。 

ただし、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第４条第６項に規定する

医薬品の副作用によるものであり、被害者が同法に定める者に該当する場合

には、同法に基づく副作用給付が行われることとなります。また、市町村が

損害保険制度に加入している場合には損害給付の対象となります。 

医療機関では、以上を保護者に説明した上で、保護者の同意を得ていただ

く必要があります。 

実際の対応については、該当する市町村役場の担当課に連絡し、確認して

ください。 

 

以下、「接種費用」という場合は、実費徴収（個人負担）額を含んだ医

療機関側の額をいいます（医療機関が所在する市町村が定めた額。一定で

ない場合は医療機関が定めた額）。 

また、「市町村負担額」という場合は、実費徴収（個人負担）した後、

対象者が住む市町村側が医療機関に支払う額をいいます（対象者が居住す

る市町村が定めた額）。 

ポポ イイ ンン トト  

受 付 で の 対 応 
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※以下の対応はほとんどの市町村で共通ですが、詳しくは別表1

（10ページ）をご確認ください。 

 

接種希望者（保護者）は、次の書類を持参しています。（持参

していない場合は、忘れた場合も考えられますので、接種希望者

が居住する市町村に確認してください。） 

 

① 母子健康手帳 

乳児又は幼児の場合、予防接種の対象者か確認するために必要です。 

また、予防接種終了後は、予防接種の種類、接種年月日その他証明すべき

事項を記載します。 

※ 二種混合Ⅱ期、日本脳炎Ⅱ期及びＨＰＶワクチンの希望者の場合、持参しない場合が

あります。この場合、健康保険証等で確認してください。 
 

 

② 予防接種券（統一様式） 

会計の際の実費（個人負担金）の徴収と、月ごとの市町村への委託料の請

求※1に必要です。 

○ 予防接種券は、居住地以外の市町村の医療機関で接種を受けようとする方は、基本

的に必ず持参することになっています。（郡市地区医師会等との契約が優先され

る場合は、持参しない場合があります。） 

 

○ 予防接種を希望される方の住所、氏名等、接種費用（実費徴収（自己負担）額、市

町村負担額）は、居住地市町村で記入します。 

 

○ 予防接種終了後、接種医療機関名、接種日等を記入し、保管願います。 

※１ 委託料の請求書に添付します。 

 

接 種 希 望 者 の 持 参 書 類  
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これらの書類を忘れて来院した場合、接種希望者の居住市町村に連絡して

協議するなど便宜を図ってください。 

 

 

 

 

 

③ 予診票（各市町村が定めた様式） 

予防接種をして大丈夫かどうかを判断するため重要な書類です。内容が未

記入・不備であれば接種までの間に記入※２してもらいます。 

委託料の請求書に添付します。（予診票は、市町村で保管することとされて

います。） 

※２ 予診票の医師署名欄は、医師直筆（フルネーム）か、ゴム印使用の場合には印鑑

（朱肉）を押印してください。 

 

④ 予防接種済証（統一様式） 

二種混合Ⅱ期、日本脳炎Ⅱ期及びＨＰＶワクチンについては、乳児又は幼

児以外が対象となるため、基本的※３に予防接種終了後は予防接種済証を交

付します。 

万一健康被害が発生した場合の医療費等の請求手続きに必要です。 

予防接種後、接種者（保護者）が持参した予防接種済証に、必要事項を記

入し、記名・押印※４し本人（保護者）に交付してください。 

 
※３ 市町村によっては、他の方法（母子健康手帳に記入）による場合があり、予防接

種済証は交付しない場合があります。（p10別表1参照） 
 
※４ 証明者は、接種した医師名（又は医療機関の代表者名）により記名・押印してく

ださい。 
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実費徴収（自己負担）額が記入されている場合、その金額を徴収します。 

なお、差額がない場合、生活保護世帯など実費の徴収を要しない場合は０円が記入さ

れます。 

市町村名： ●●町 

二種混合予防接種券 
１ 予防接種を受ける方 

住 所 ●●町大字●●2315 

氏 名 健 康 太 郎 

生年月日（年齢） 平成26年 11 月 10 日生 （ 10 歳） 
２ 接種費用 

実費徴収（自己負担）額 1,000円 
市町村があらかじめ記入。接種費用と居住地の市町村負担額に差額がある場

合は、実費徴収額を記入。差額がない場合及び実費徴収を要しない世帯の場

合は「０円」と記入。 

市町村負担額 4,000円 市町村があらかじめ記入。差額がない場合及び実費徴収を要しない世帯の場

合は接種費用全額を記入。 

※ 接種費用は、予防接種を受ける医療機関がある市町村の費用となります。 

市町村への委託料の請求単価となります。 
３ 接種医療機関 
住 所 ●●市●●2330 

医療機関名 ●●病院 接種医師氏名 健 康 護 
４ 接種日及び母子健康手帳への記録等（医療機関が手帳へ記入後又は予防接種済証交付後に該当するものを○で囲む。） 
接種年月日 令和６年６月10日 母子健康手帳に記入済 予防接種済証交付済 

 

 

＊１・２は市町村があらかじめ記入。３・４は予防接種後、医療機関が記入。 

二種混合、日本脳炎Ⅱ期及びＨＰＶワクチンの場合で予防接種済証を交付した場合、その旨予防

接種券にも記録します。 

（別紙様式 1－1） 

No            

予防接種済証（第Ⅱ期） 
 

住 所 ●●町大字●●2315 

氏 名 健 康 太 郎 

平成26年11月10日生 

 

予防接種を行った年月日       令和６年６月10日 

 

令和６年６月10日 

 

○○県山河町長委託医 

住   所      ●●市●●2330 

医療機関・施設名  ●●病院 

医 師 名      健 康 護   ○印  

備考 １ この用紙は、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 
★ 五種混合、四種混合、三種混合、不活化ポリオ、麻しん・風しん混合（Ⅰ期、Ⅱ期）、

麻しん（Ⅰ期、Ⅱ期）、風しん（Ⅰ期、Ⅱ期）、日本脳炎（Ⅰ期）、ＢＣＧ、ヒブ、

小児用肺炎球菌、水痘、Ｂ型肝炎及びロタウイルスの場合は、母子健康手帳に必要事

項記入のうえ、記名、押印してください。 
 
※ 接種費用の額は別表２のとおりです。ただし、ＢＣＧや市町村内で料金が一定でない

地域においては、「医療機関が定める金額」となります。 

 

ジ フ テ リ ア 

破  傷  風           

費用の徴収・予防接種済証の交付  
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① 市町村への委託料の請求は、翌月10日までに行います。 

② 請求書の作成にあたり、まず予診票と予防接種券を市町村ごとに集めます。 

③ 次に、予防接種券に記載された市町村負担額と予診票の枚数を「予防接種委託業務

完了報告書及び委託料請求書」（別紙様式２）の請求金額の内訳欄に記入し、請求

金額を求めます。（生活保護世帯など実費徴収を要しない場合とそれ以外に区分し

ます）。 

                             

 

 

   （別紙様式２） 

令和６年７月７日 

予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書 

      市町村長      様 

                    住    所 

                    医 療 機 関 ・ 施 設 名 

                    代 表 者 職 氏 名            ○印 

                   （電話番号：    －   －    ） 

令和６年６月分の委託業務が完了したので、予防接種業務委託契約に基づき、令和２年６月分の委託料を請求します。 

請求金額   ７４，０００ 円 

 （内 訳） 

 

 

債権者番号  

口座振替（送金）払い依頼 

振
替
先 

フリガナ ● ● ギンコウ フリガナ マツナミシテン 

金 融 機 関 名 ● ● 銀行 本・支店名 本店・ 松波 支店 

金融機関コー ド １ ２ ３ ４ 店番号 ５ ６ ７ 

フリガナ ● ● ビョウイン インチョウ ケンコウ マモル 

口座名義  ● ● 病院    院長    健康   護 

口座種別 普通・当座・その他（  ） 口座番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

（以下省略） 

 

請求書には、「予診票」、「予防接種券（居住地以外の市町村での接種の場合）」を添付します。 
※１ 見合わせ料関係で一部様式が変更されている場合があります（別表１参照）。 

※２ 「予診票」が必要な医療機関は、市町村の了解を得て、各自コピーをお願いします。 

 

予防接種の種類 区 分 単 価 件 数 金 額 

五種混合 
一般       

実費徴収を要しない者       

四種混合 
一般    

実費徴収を要しない者    

三種混合 
一般       

実費徴収を要しない者       

二種混合 
一般       

実費徴収を要しない者       

～ 中 略 ～ 

小児用肺炎球菌 
一般       

実費徴収を要しない者       

水痘 
一般       

実費徴収を要しない者       

B型肝炎 
一般       

実費徴収を要しない者       

ロタウイルス 

（１価） 
一般    

実費徴収を要しない者    

（５価） 
一般    

実費徴収を要しない者    

正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

委 託 料 の 請 求  
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(別
表

１
)

見
合

わ
せ

料

生
活

保
護

世
帯

非
課

税
世

帯

２
価

４
価

９
価

13
価

15
価

１
価

５
価

有
(医

療
機

関
で

徴
収

)

有
(医

療
機

関
で

徴
収

)

山
形

市
山

形
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

注
１

注
１

注
１

〇
○

○

天
童

市
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

○
○

○

山
辺

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
注

１
○

○
○

中
山

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

○

寒
河

江
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

注
１

注
１

注
１

○
○

○
○

河
北

町
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
注

１
注

1
注

1
○

○
○

○

西
川

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

朝
日

町
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
○

○
○

大
江

町
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
○

○
○

上
山

市
上

山
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

注
１

注
１

注
１

○
○

○

村
山

市
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

○

東
根

市
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

○

尾
花

沢
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
注

１
注

１
○

○

大
石

田
町

○
○

〇
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
〇

○
○

○
○

注
１

○
○

新
庄

市
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

○
○

○

金
山

町
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

○

最
上

町
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

○

舟
形

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

○

真
室

川
町

○
○

〇
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

大
蔵

村
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
○

○

鮭
川

村
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
○

戸
沢

村
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
〇

○

酒
田

市
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

庄
内

町
○

○
〇

〇
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
〇

○
○

○
○

注
１

注
１

○
○

遊
佐

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

鶴
岡

市
○

一
部

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

注
２

○
○

○
○

三
川

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

南
陽

市
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

○
○

高
畠

町
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

予
診

票
の

み

川
西

町
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
○

○

長
井

市
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

小
国

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

○

白
鷹

町
○

○
〇

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

〇
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
○

○

飯
豊

町
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
注

１
注

１
注

１
　

 ○
○

米
沢

市
米

沢
市

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

注
１

注
１

注
１

　
 ○

○
○

注
１
　
母
子
手
帳
を
持
参
し
な
か
っ
た
場
合
、
接
種
済
証
を
交
付

広
域

実
施

対
象

の
予

防
接

種

定
期

接
種

五
種

混
合

小
児

用
肺

炎
球

菌

注
２
　
母
子
手
帳
を
持
参
し
な
か
っ
た
高
校
生
以
上
の
２
期
特
例
対
象
者
に
対
し
、
接
種
済
証
を
交
付

寒
河

江
市

西
村

山
郡

北
村

山
地

区

天
童

市
東

村
山

郡

契
約

方
法

市
町

村
内

（
地

区
医

師
会

内
）

他
市

町
村

（
他

地
区

）

県
医

師
会

の
み

地
区

医
師

会

長
井

市
西

置
賜

郡

新
庄

市
最

上
郡

酒
田

地
区

実
費

徴
収

（
他

市
町

村
の

接
種

費
用

と
当

該
市

町
村

の
負

担
額

に
差

額
が

あ
る

場
合

）

有
(医

療
機

関
で

徴
収

)
無

(全
額

市
町

村
負

担
)

予
防

接
種

済
証

の
交

付
（

母
子

手
帳

以
外

の
記

載
）

子
宮

頸
が

ん
予

防
二

種
混

合

鶴
岡

地
区

南
陽

市
東

置
賜

郡

県
医

師
会

・
地

区
医

師
会

県
医

師
会

の
み

請
求

書
添

付
書

類

予
診

票
・

接
種

券
そ

の
他

ヒ
ブ

市
町

村
名

医
師

会
名

麻
し

ん
・

風

し
ん

(Ⅰ
期

・
Ⅱ

期
、

単
抗

原
含

む
)

B型
肝

炎
水

痘
四

種
混

合

ロ
タ

ウ
イ

ル
ス

三
種

混
合

(当
該

市
町

村
内

）
不

活
化

ポ
リ

オ
二

種
混

合
日

本
脳

炎
(Ⅰ

期
・

Ⅱ
期

)
Ｂ

Ｃ
Ｇ

日
本

脳
炎

Ⅱ
期

Ｈ
Ｐ

Ｖ

①
実
務
上
、

34
市
町
村
全
て
を
ご
覧
に
な
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

②
ま
ず
、
自
分
の
医
療
機
関
が
あ
る
市
町
村
に
住
む
（
市
町
村
内
で
接
種
を
受
け
よ
う
と
す
る
）
方
の
対
応
を
把
握
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
。

③
次
に
近
隣
の
市
町
村
（
接
種
希
望
者
が
来
院
し
そ
う
な
市
町
村
）
の
対
応
（
表
で
網
掛
け
し
て
い
る
部
分
）
を
確
認
し
ま
す
。

市
町

村
ご

と
の

取
扱

い
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(別
表

２
)

(単
位

:円
)

(※
１
)

２
価

・
４

価
９

価
２

価
・

４
価

９
価

13
価

15
価

20
,3

72
11

,4
62

5,
85

2
4,

91
7

10
,3

07
10

,9
67

10
,9

67
7,

39
2

7,
39

2
7,

40
3

7,
40

3
7,

88
7

7,
06

2
7,

06
2

11
,4

62
16

,6
87

27
,6

87
16

,6
87

27
,6

87
9,

22
9

12
,2

32
12

,2
32

9,
26

2
6,

68
1

14
,6

63
9,

63
6

注
１

19
,5

47
10

,6
37

5,
02

7
9,

48
2

10
,1

42
10

,1
42

6,
56

7
6,

56
7

6,
57

8
6,

57
8

7,
06

2
7,

06
2

8,
40

4
8,

43
7

5,
85

6

天
童

市
20

,4
60

11
,5

50
6,

06
1

5,
11

5
10

,2
30

10
,8

90
10

,8
90

7,
37

0
7,

37
0

7,
34

8
7,

34
8

7,
81

0
6,

98
5

6,
98

5
11

,3
85

16
,7

31
28

,0
72

16
,7

31
28

,0
72

9,
67

0
12

,3
20

12
,3

20
9,

18
5

6,
79

4
14

,6
63

9,
63

6

山
辺

町
20

,4
60

11
,5

50
6,

06
1

5,
11

5
10

,2
30

10
,8

90
10

,8
90

7,
37

0
7,

37
0

7,
34

8
7,

34
8

7,
81

0
6,

98
5

6,
98

5
11

,3
85

16
,7

31
28

,0
72

16
,7

31
28

,0
72

9,
67

0
12

,3
20

12
,3

20
9,

18
5

6,
79

4
14

,6
63

9,
63

6

中
山

町
17

,8
80

10
,3

60
4,

87
1

4,
64

0
9,

20
5

9,
86

5
9,

86
5

6,
29

0
6,

29
0

6,
29

0
6,

29
0

6,
78

5
6,

78
5

6,
78

5
8,

71
0

16
,4

10
27

,8
72

16
,4

10
27

,8
72

8,
15

1
11

,1
30

11
,1

30
8,

16
0

5,
87

6
13

,7
70

8,
85

3

寒
河

江
市

20
,3

72
11

,4
62

5,
85

2
4,

91
7

10
,3

07
10

,9
67

10
,9

67
7,

39
2

7,
39

2
7,

40
3

7,
40

3
7,

88
7

7,
06

2
7,

06
2

11
,4

62
16

,6
87

27
,6

87
16

,6
87

27
,6

87
9,

22
9

12
,2

32
12

,2
32

9,
26

2
6,

68
1

14
,6

63
9,

63
6

河
北

町
20

,3
72

11
,4

62
5,

85
2

4,
91

7
10

,3
07

10
,9

67
10

,9
67

7,
39

2
7,

39
2

7,
40

3
7,

40
3

7,
88

7
7,

06
2

7,
06

2
11

,4
62

16
,6

87
27

,6
87

16
,6

87
27

,6
87

9,
22

9
12

,2
32

12
,2

32
9,

26
2

6,
68

1
14

,6
63

9,
63

6

西
川

町
20

,3
72

11
,4

62
5,

85
2

4,
91

7
10

,3
07

10
,9

67
10

,9
67

7,
39

2
7,

39
2

7,
40

3
7,

40
3

7,
88

7
7,

06
2

7,
06

2
11

,4
62

16
,6

87
27

,6
87

16
,6

87
27

,6
87

9,
22

9
12

,2
32

12
,2

32
9,

26
2

6,
68

1
14

,6
63

9,
63

6

朝
日

町
20

,3
72

11
,4

62
5,

85
2

4,
91

7
10

,3
07

10
,9

67
10

,9
67

7,
39

2
7,

39
2

7,
40

3
7,

40
3

7,
88

7
7,

06
2

7,
06

2
11

,4
62

16
,6

87
27

,6
87

16
,6

87
27

,6
87

9,
22

9
12

,2
32

12
,2

32
9,

26
2

6,
68

1
14

,6
63

9,
63

6

大
江

町
20

,3
72

11
,4

62
5,

85
2

4,
91

7
10

,3
07

10
,9

67
10

,9
67

7,
39

2
7,

39
2

7,
40

3
7,

40
3

7,
88

7
7,

06
2

7,
06

2
11

,4
62

16
,6

87
27

,6
87

16
,6

87
27

,6
87

9,
22

9
12

,2
32

12
,2

32
9,

26
2

6,
68

1
14

,6
63

9,
63

6

上
山

市
20

,3
34

11
,5

28
5,

91
8

4,
98

3
10

,3
73

11
,0

33
11

,0
33

7,
45

8
7,

45
8

7,
46

9
7,

46
9

7,
95

3
7,

12
8

7,
12

8
11

,3
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（別紙様式） 

 

令和 年 月 日 

 

市町村   課 

予防接種担当者   様 

 

 

住 所 

医療機関・施設名 

担当者職氏名 

 

乳幼児等の予防接種関係様式の送付依頼書 

 

当院・施設において貴市町村居住者に対する予防接種に対応するために必要な様式類を

下記により送付くださるようお願いします。 

 

記 

 

 

１ 予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書  枚 

 

 

 

 

ＦＡＸ番号：     −      − 

（ 市町村    課） 
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（別紙様式１） 

No      

○○○○ 予防接種済証（第○期） 

 

住 所 

氏 名 

年   月   日 生 

 

予防接種を行った年月日         年   月   日 

 

年  月  日 

○○県○○市町村長委託医 

住所 

医療機関・施設名 

医師名            ○印  

備考 １ この用紙は、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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（別紙様式２） 
令和  年  月  日 

予防接種委託業務完了報告書及び委託料請求書 
    市町村長      様 
                    住    所 
                    医療機関・施設名 
                    代表者職氏名               
                   （電話番号：    －   －    ） 
令和  年  月分の委託業務が完了したので、予防接種業務委託契約に基づき、令和  年  月分
の委託料を請求します。    請求金額              円 
（内 訳） 

予防接種の種類 区 分 単 価 件 数 金 額 

五種混合 
一般       

実費徴収を要しない者       

四種混合 
一般       

実費徴収を要しない者       

三種混合 
一般    

実費徴収を要しない者    

二種混合 
一般       

実費徴収を要しない者       

ポリオ 
一般       

実費徴収を要しない者       

麻しん・風しん

混合 

(Ⅰ期) 
一般       

実費徴収を要しない者       

(Ⅱ期) 
一般       

実費徴収を要しない者       

日本脳炎 

(Ⅰ期初回) 
一般       

実費徴収を要しない者       

(Ⅰ期追加） 
一般       

実費徴収を要しない者       

(特例) 
一般       

実費徴収を要しない者       

(Ⅱ期) 
一般       

実費徴収を要しない者       

ＢＣＧ 
一般       

実費徴収を要しない者       

麻しん （単抗原） 
一般       

実費徴収を要しない者       

風しん （単抗原） 
一般       

実費徴収を要しない者       

ＨＰＶ 

（２価・４価ワクチン） 
一般       

実費徴収を要しない者    

（９価ワクチン） 
一般    

実費徴収を要しない者    

ヒブ 
一般       

実費徴収を要しない者       

小児用肺炎球

菌 

（13 価ワクチン） 
一般       

実費徴収を要しない者       

（15 価ワクチン） 
一般       

実費徴収を要しない者       

水痘 
一般       

実費徴収を要しない者       

Ｂ型肝炎 
一般       

実費徴収を要しない者       

ロタウイルス 

（１価） 
一般    

実費徴収を要しない者    

（５価） 
一般    

実費徴収を要しない者    
 

債権者番号  

口座振替（送金）払い依頼 

振
替
先 

フリガナ  フリガナ  

金 融 機 関 名  本・支店名 本店・    支店 

金融機関コード     店番号    

フリガナ  

口座名義  

口座種別 普通・当座・その他（  ） 口座番号        
（以下は市町村で記入） 

市町村長      様 

      上記のとおり完了したことを証明します。 
      令和  年  月  日  検収者所属、職氏名               ○印  
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予防接種後副反応報告は、予防接種法第12条第1項の規定に基づき、
予防接種を受けた者が一定の症状を呈していることを知った場合に、厚
生労働省に報告しなければならない制度です。  
医師等が予防接種法施行規則第 5 条に規定する症状（１８ページ）を

診断した場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の電子報告シ
ステム「報告受付サイト」（URL：https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html）

にて報告を行ってください。電子報告が困難な場合は、別紙様式 1 予防
接種後副反応疑い報告書（1７ページ）に記載の上、独立行政法人医薬品
医療機器総合機構（FAX：0120－176-146）に送付下さい。 
（この報告は、患者に予防接種を行った医師等以外の医師等も行うこと
ができます。） 

この報告は、別紙様式 1 若しくは国立感染症研究所のホームページか
らダウンロードできる予防接種後副反応疑い報告書入力アプリにて作成
した別紙様式２を使用して報告します。 

また、急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）、ギラン・バレ症候群（ＧＢ
Ｓ）、血小板減少症を伴う血栓症（TTS）、心筋炎、心膜炎と疑われる
症例を報告する際には、別途調査票への記載及び報告が必要です。 

市町村が被接種者又は保護者から健康被害に関し相談を受けた場合等

には、必要に応じて、３１ページの予防接種後に発生した症状に関する

報告書（保護者報告用）に必要事項を記入するよう促すとともに、県へ

報告してください（県から厚生労働省へ報告します）。 

 

 〇副反応報告（予防接種法）と副作用等報告（医薬品医療機器等法）を（独）医薬品医療機器総合機構に一元化し、医療機関の報告事務
 を簡素化。
 〇報告を受けた副反応報告の個別事例について、厚生労働省が(独)医薬品医療機器総合機構に情報整理及び調査を委託。
 〇厚生科学審議会が薬事・食品衛生審議会と連携して副反応報告に係る評価を行った上で、厚生労働省が必要な措置を行う。

医療機関医療機関

（調査への協力）
（独）医薬品医療機器総合機構

①副反応報告（薬事制度上の副作用等報告と一元化）

⑤調査

厚生労働省

（国立感染症研究所と協力・連携）

②

副

反

応
報

告

の

共

有

④
調
査
・
情
報
整
理
委
託

⑥
調
査
結
果
等
の
通
知

④調査の協力

厚生科学審議会

（審議・評価）

⑧意見
⑦調査結果等の

報告・意見聴取

地方公共団体

①副反応報告（保護者報告）

③副反応報告の情報提供（医療機関報告）

⑨必要な措置（情報提供、接種の見合わせ等）

薬事・食品衛生審議会

連携

副 反 応 報 告 の 流 れ  

薬事・食品衛生審議会 



 - 17 - 

 

 



 - 18 - 

 

 



 - 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 20 - 

 

 



 - 21 - 

 

 

 

 

 

 



 - 22 - 

 

 



 - 23 - 

 

 

 



 - 24 - 

 

 

 

 



 - 25 - 

 

 

 

 



 - 26 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 27 - 

 

 

 

 

 

 



 - 28 - 

 

 

 



 - 29 - 

 

 

 

 



 - 30 - 

 

 



 - 31 - 

 

 



 - 32 - 

 

 

家族内感染等の感染リスクが高いお子さん等に対し、医学的に必要

と判断され出生後早期にＢ型肝炎ワクチンの接種を実施された場合、

定期接種として取り扱われます。 

（母子感染予防のためのＢ型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者につい

ては、定期接種の対象者とはしていません。） 

   

 出生後早期（※）に広域実施により予防接種を行う際には、p３３の

フロー図により実施してください。 

※「出生後早期」とは、標準的な接種期間である生後２月より前であり、出生届

提出前や、市町村で予防接種券を発行する暇がないような場合を想定しています。 

 

また、医療機関のみなさまにつきましては、妊婦健診等の機会によ

り、胎児の家族にＢ型肝炎感染者がいないか、保護者に対しご確認い

ただくとともに、妊婦健診等や保護者からの相談等により、胎児又は

新生児の家族内感染等のリスクが高いことが判明した場合は、出生後

早期の接種の必要性について、医学的にご判断くださるようお願いし

ます。 

 

ｐ３３のフロー図と市町村ごとの実情が異なる場合や、記載のない事

項等につきましては、必要に応じ、その都度市町村及び医療機関等が

協議してご対応くださるようお願いします。 

 

 

出生後早期のＢ型肝炎ワクチン接種の対応 
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出生後早期のＢ型肝炎ワクチン予防接種対応フロー図

（

出
生
届
の
提
出
）

保 護 者 医療機関
　　　市町村（子供が居住予定）
　　　予防得接種担当課

妊
娠
期
間
中

出
産

産
後
～

郵送の暇がないときは医療機関へＦＡＸ

■妊婦健診等の機会
────────────────────────

家族内感染等の感染リスク

が高いことについて相談
（家族内にＢ型肝炎ウイル
ス感染者がいる等）

広域連絡票の受付

出生後早期のワクチン接種
が必要と医学的に判断

予防接種に同意
出生後早期ワクチン接種の実施
予定を市町村へ連絡
（広域連絡票(p22)を送付）

予診票及び保護者への説明
文（接種後の役所への連絡
について）を送付

予 診
（十分な診察・説明）

予防接種の実施
母子手帳への記載

早期ワクチン接種の実施に
ついて連絡（電話）
・対象者（子供）の

氏名・性別・生年月日
・接種を行った年月日及び
医療機関

広域予防接種券の送付

予防接種台帳への記載

実施状況の確認（電話）

委託料の請求
（広域予防接種券添付）

保護者へ説明

請求書の受領

委託料の支払

（※ 接種予定時期を経過）

予診票を記入
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医療機関→市町村 

 

No     出生後早期のＢ型肝炎予防接種広域実施連絡票 
 

                父の住所 

氏名

ふりがな

 

連絡先（     －     －     ） 

 

母の住所 

氏名

ふりがな

 

連絡先（     －     －     ） 

出  産  予  定  日 令和    年    月    日 （第   子） 

接 種 予 定 時 期  令和    年    月    日 

出産予定 

医療機関 

住  所  

医療機関名  

早期の予防接種が必要な理由  

予 診 票 の 送 付 先  

出生後の住民登録予定住所 父と同じ ・ 母と同じ ・ その他（         ） 
 

（以下、市町村記載） 
 

被接種者氏名  性別   男  ・  女 

生年月日 令和   年   月   日  
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市町村名 担当課 電話番号(内線) FAX番号

山形市 母子保健課（山形市保健所） 023-647－2280 647-2281 〒990-8580 山形市城南町1-1-1

天童市 健康課(健康センター) 023-652-0884(直通) 651-5505 〒994-0047 天童市駅西5-2-2

山辺町
保健福祉課
(保健福祉センター)

023-667-1177(直通) 667-1176 〒990-0323 山辺町大字大塚836-1

中山町 健康福祉課 023-662-2836(直通) 662-2065 〒990-0406 中山町大字柳沢2336-1

寒河江市 健康増進課 0237-85-0973(直通) 83-3201 〒991-0021 寒河江市中央2-2-1

河北町 健康福祉課 0237-73-5158(直通) 72-7333 〒999-3511 河北町谷地戊81

西川町 健康福祉課 0237-74-5057(直通) 74-4811 〒990-0702 西川町大字海味543-8

朝日町 健康福祉課 0237-67-2116(直通) 67-2117 〒990-1442 朝日町大字宮宿1115

大江町 健康福祉課 0237-62-2114(直通) 62-4736 〒990-1101 大江町大字左沢882-1

上山市 健康推進課 023-672-1111(157) 672-8522 〒999-3192 上山市河崎1-1-10

村山市 保健課 0237-55-2111(136) 55-2265 〒995-8666 村山市中央1-3-6

東根市 健康推進課 0237-43-1201(直通) 41-2232 〒999-3796 東根市中央1-5-1

尾花沢市 健康増進課 0237-22-1111(621) 24-0322 〒999-4292 尾花沢市若葉町1-2-3

大石田町 保健福祉課 0237-35-2111(171) 35-2118 〒999-4112 大石田町緑町1

新庄市 健康課 0233-29-5790(直通) 23-2469 〒996-8501 新庄市沖の町10-37

金山町 健康福祉課（健康係） 0233-29-5624(直通） 52-2004 〒999-5402 金山町大字金山324-1

最上町 健康福祉課 0233-43-3117(直通) 43-3115 〒999-6101 最上町大字向町43-1

舟形町 健康福祉課 0233-32-0810（直通） 32-2117 〒999-4601 舟形町舟形263

真室川町 福祉課 0233-62-3436(直通) 64-1526 〒999-5312 真室川町大字新町469-1

大蔵村 健康福祉課 0233-75-2111(271) 75-2231 〒996-0212 大蔵村大字清水2528

鮭川村 健康福祉課 0233-55-2111(136) 55-3269 〒999-5292 鮭川村大字佐渡2003-7

戸沢村 健康福祉課 0233-72-2364(直通) 72-2116 〒999-6401 戸沢村大字古口270

酒田市 健康課 0234-24-5733(直通) 24-5778 〒998-0036 酒田市船場町2-1-30

庄内町 保健福祉課 0234-42-0147(直通) 42-0894 〒999-7781 庄内町余目字町132-１

遊佐町
健康福祉課
（健康支援係）

0234-72-4111(直通) 72-4113 〒999-8301 遊佐町遊佐字南田筋３-１

鶴岡市 健康課 0235-35-0157(直通) 25-7722 〒997-0033 鶴岡市泉町5-30

三川町 健康福祉課 0235-35-7032(直通) 66-3139 〒997-1301 三川町大字横山字西田85

南陽市 すこやか子育て課 0238-40-1693(直通) 40-3387 〒999-2292 南陽市三間通436-1

高畠町 健康子育て課 0238-52-5045(直通) 52-5044 〒992-0351 高畠町大字高畠379-1

川西町 健康子育て課 0238-42-6640(直通) 42-6614 〒999-0193 川西町大字上小松977-１

長井市 健康スポーツ課 0238-82-8009(直通) 87-3310 〒993-8601 長井市栄町１-１

小国町 健康福祉課 0238-61-1000(直通) 61-1005 〒999-1356 小国町大字あけぼの1-1

白鷹町 健康福祉課 0238-86-0210(直通) 86-0115 〒992-0831 白鷹町大字荒砥甲488

飯豊町 健康福祉課 0238-86-2338(直通) 86-2230 〒999-0604 飯豊町大字椿3654-1

米沢市 健康課 0238-24-8181(205) 24-5050 〒992-0059 米沢市西大通1-5-60

住所

市 町 村 連 絡 先 


